
 

 

万引き    １件 

器物損壊    ２件 

傷  害    １件 

その他     １件 

人身事故   １０件 

物損事故   ４７件 

 

 この時期は、路面の凍結や
積雪によるスリップ事故が多
発します。凍結で特に注意す
る場所は日陰の道路や橋の上
です。急ブレーキ・急ハンド
ル・急加速はやめましょう。 
 車間距離を十分に取り、路
面に応じた速度で走行するよ
うにしましょう。 
                                                                                                                             

 

 

令和５年１月号交 番 だ よ り 

 

岩槻警察署  ☎757-0110  

黒浜西交番  ☎769-9909 

令和５年１月 18 日から改正「埼玉県迷惑行為防止条例」が施行されます。詳細は裏面をご覧ください。 
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１１０番は、犯罪や事故に遭遇した際の県民と警察を結ぶ 

「緊急通報専用電話」です。 

通報の時伝えてもらいたい内容 

 １．何が、２．どこで、３．いつ、４．犯人は、 

 ５．あなたの住所、氏名、電話番号 

緊急以外の場合は♯９１１０へお願いします。 

● このサービスによる遺失届では、インターネットを介して埼玉県 
 内の警察署あてに届け出をするものです。 
● 届け出る警察署は、落し物・忘れ物をしたと思われる場所を管轄 
 する警察署を選んでください。なお、落し物・忘れ物をした場所を管 
 轄する警察署が複数ある場合でも、１つの警察署に届出をすれば手続 
 きは完了します。遺失届には手数料は必要ありません。 
● 自ら発見した場合は、落し物が見つかった旨、官庁の執務時間中に 
 届出警察署へ電話連絡をして下さい。 
● このサービスの遺失届は、官庁の執務時間中（平日の午前８時 
 ３０分から午後５時１５分）以外は、受け付けされません。緊急を 
 要する方は、警察署又は交番に電話又は直接届け出をして下さい。 

 
 

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

今
年
も
安
全
で
安
心
な
街
づ
く
り
の
た
め 

 

に
頑
張
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

黒
浜
西
交
番
勤
務
員
一
同 

※令和４年１０月１日から「110 番映像システム」が始まりました。 

 このシステムで110番通報の通報者がスマートフォン又はタブレット端

末を用いて、事件・事故等の映像又は画像を送信することが可能となりま

す。警察官が現場に到着する前に、視覚的な情報を受け取ることにより、 
110 番通報に迅速かつ的確に対応できるようになります。 


